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１．療養通所介護（地域密着型通所介護）について

はじめに
慣れ親しんだ地域で、家で、「高齢になっても病気や障がいがあっても自分らしく生活を

続けたい」と、多くの人々は願うことでしょう。
2040年に向けて、医療と生活の両面からの支援、つまり「看護」が必要な人々は今後ま

すます増加が予測され、ご自宅への訪問看護と、ご自宅から送迎して通所（日中活動支援）
による看護・介護一体的な支援を進めるサービスがこれから求められます。
療養通所介護と主に重症心身障害児・者の児童発達支援等の通所サービスは、本人の

思いと持てる力を尊重し、在宅生活が継続可能となるよう支援するサービスです。
日本訪問看護財団では、これまで実態調査を重ね、約1時間の滞在で提供する訪問看護

サービスでは家族のレスパイト支援は不十分で、一般の通所介護では医療的ケアの必要な
方の受け入れが困難なことなどを把握しました。その後、通所看護のモデル事業を重ね、
2006年に制度化された「療養通所介護」の創設に寄与しました。看護師が管理者となって
運営する介護保険サービスにおいて、訪問看護に次いで2つ目のサービスです。
2012（平成24）年には、療養通所介護を活用して「主に重症心身障害児・者を通わせる

児童発達支援等」が定員5名以上で可能となる制度改正に関わりました。
2018年には、全ての年齢層の方に対して、疾病や障がいがあっても尊厳をもって最期

までその人らしく暮らす地域共生社会の実現に向けて、療養通所介護の定員が18名以下
に拡大されました。
2021年は介護報酬改定が行われ、療養通所介護費は時間区分に応じた1回ごとの出来

高報酬から月額包括報酬と改定され、運営基準も感染症や自然災害時のBCP作成など大
幅に改正されました。
このたび厚生労働省老人保健健康増進等事業による本書作成にあたり、これまでにご
協力いただいたアンケート調査・ヒアリング調査の結果、管理者やスタッフの声だけでなく
ご利用されているご家族の声も掲載しました。さらに令和3年度の介護報酬改定及び障害
福祉サービス費の改定を反映しました。
療養通所介護と主に重症心身障害児・者の児童発達支援等の通所サービスがもっと身

近になり、窓口となる行政や、開設を考えている看護師、在宅療養されている保護者の皆
様にお読みいただけましたら幸いです。また、このガイドが、療養されているご本人やご家
族のより幸せな生活につながることを心より願っております。

2022年3月吉日
公益財団法人　日本訪問看護財団
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看護が必要とされる通所サービス

医療と生活の両面からの支援、つまり「看護」が必要な要介護高齢者に対しては療養通所
介護（介護保険制度）、主に重症心身障害児者に対しては児童発達支援等（障害福祉制度）
の通所サービスがあります。看護職員と介護職員が協働してそれぞれの役割を尊重しながら
サービスを提供します。本人の思いと持てる力を尊重し、在宅生活が継続できるように支援
するサービスです。

2012（平成 24）年４月から、療養通所介護を活用して「主に重症心身障害児・者を通わ
せる児童発達支援等」が定員５名以上で可能となりました。
「介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において、主に重症心身障害児・者を通わせる
児童発達支援等を実施する場合の指定基準の取扱いを明確にし、医療的ニーズの高い重症心
身障害児・者の地域での受入を促進し、QOL の向上及び介護者等のレスパイトを推進する。」
とされています。

訪問看護ステーションと連携・協働して、療養通所介護と、主に重症心身障害児者に対す
る児童発達支援等（放課後等デイ、生活支援含む）を一体的に提供できます。利用者の主治
医との連携も良く、通所サービスが安全に提供できます。３つの制度を組み合わせることで、
子供から高齢者まで受け入れることができて、地域共生社会にふさわしいサービスとなり、
経営の安定化にもつながります。

訪問看護
ステーション

通所

指示書・連携

連携・協働

なじみの
関係

訪問看護

訪問診療

訪問看護ステーションと療養通所介護・児童発達支援等を一体的に運営

利用者

主治医

ケアマネージャー・相談支援専門員

緊
急
時
対
応
医
療
機
関

安
全・サ
ー
ビ
ス
提
供
管
理
委
員
会

運
営
推
進
会
議

■療養通所介護
　定員18名以下
■児童発達支援等
　（児童等：5名以上）

嘱託医

事業者（〇〇法人）

　

１．療養通所介護と児童発達支援等とは

２．療養通所介護を活用した児童発達支援等の制度の趣旨

３．訪問看護・療養通所介護・児童発達支援等多角経営で経営の安定化

Ⅰ
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資料：�「児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所に
おいて実施する場合の取扱いについて（平成 30 年３月 30 日　事務連絡）」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課、老健局老人保健課）

【参考】療養通所介護と児童発達支援等の組み合わせ表

※主に重症心身障害児・者を通わせる場合、児童発達支援及び放課後等デイサービス、生活介
護を一体的に運営ができます

※療養通所介護では、児童指導員又は保育士と児童発達支援管理責任者又はサービス管理者
の配置が必要です

※機能訓練担当職員は理学療法士又は作業療法士でなくても可能です。生活支援員は特に資
格要件はありません

項　目 療養通所介護

主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等

主に重症心身障害児を通わせ
る児童発達支援又は放課後等
デイサービス

主に重症心身障害者を通わ
せる生活介護

定　員
18名以下（最大利用可能人
数であり、職員配置を求め
る定員ではない）

5名以上（左記定員のうち上記定員を設定可能）
（上記定員を満たない場合は、左記定員を上限として要介護
者の受入が可能）

人
　
員

　
配

　
置

管理者 1名（看護師：兼務可） 1名（左記と兼務可）

嘱託医 － 1名（特に要件なし）

従業者

・看護職員又は介護職員
（利用人数に応じて、1.5：1
の職員配置・うち、1以上は
常勤の看護師）

（定員内で利用者外の者を
受け入れる場合、利用者合
計数に応じて1.5：1を満た
す配置が必要）

・児童指導員又は保育士1以上
・看護職員 1以上
・機能訓練担当職員 1以上

・生活支援員
・看護職員 1以上
・理学療法士又は作業療法士
（実施する場合）

上記職員の総数は、障害支
援区分毎に規定（例：平均
障害支援区分が5以上の

体一と記左（）1：3、は合場
的に配置することが可）

支援管理
責任者

－
児童発達支援管理責任者 1以上

（管理者との兼務可）
サービス管理責任者 1

（管理者及び左記と兼務可）

設　備
・専用部屋（6.4㎡/人）
・必要な設備（兼用可）

指導訓練室の他、必要な設備（左記との兼用可）
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療養通所介護の開設・運営・管理のポイント

１）療養通所介護とは
（指定地域密着型サービス基準第 40 条第 1 項に規定する指定療養通所介護事業所）「難病
等、認知症、脳血管疾患後遺症、又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看
護師による観察が必要な者を対象とし、療養通所介護計画に基づき、入浴や排泄、食事等の
介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。」とされています。

２）医療的ケアが必要な人も利用
通常の通所介護では受け入れが難しい、気管切開※、中心静脈栄養※、胃ろう※、膀胱留置

カテーテル※のある要介護者も利用できます。

※気管切開：�口と鼻で呼吸をするのが困難な場合、のどから呼吸できるよ
うに、のどに穴を開けて気管カニューレという器具を装着する

※中心静脈栄養：�口から栄養を摂取できない場合、胸の静脈などにカテー
テルというチューブを挿入して、高カロリーの栄養を注入
する方法

※胃ろう：�口から栄養を摂取できない場合に、おなかに小さな穴を開けてカ
テーテルを挿入し、水分や栄養を胃に直接入れる方法

※膀胱留置カテーテル：�排尿障害などで尿が出ない場合、膀胱にカテーテ
ルを挿入して尿を出す

！POINT

３）利用にあたってはケアマネジャーのケアプランが必要
療養通所介護を利用するには、他の介護保険サービスと同様に、ケアマネジャー（介護支
援専門員）のケアプラン（居宅サービス計画）への位置づけが必要です。ケアマネジャーは、
要介護認定の通知と一緒に送られてくる「居宅介護支援事業所」の一覧から選びます。
医療的ケアの必要性が高い場合、主治医か病院の医療相談室（医療社会福祉部、ソーシャ
ルワーカー室など病院によって名称は異なります）でケアマネジャーを紹介してもらうと、
医療と介護の連携がスムーズに行われることもあります。

４）どんなケアをするのか
送迎車には看護師等が同乗し利用者宅に出向いて、健康観察を行い利用の可否を判断して
サービス利用につなげます。療養通所介護の利用者は病状が多様です。個別に配慮したケア
を提供するオーダーメイドのケアを提供することが療養通所介護の特徴です。利用後は自宅
まで送り、健康観察や吸引等を行って自宅療養となります。

１．療養通所介護（地域密着型通所介護）について

Ⅱ
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  9:00 自宅 看護師が吸引器等の必要物品を持参し、迎えに同乗

  9:10 事業所到着

  9:20 水分注入 100ml（トロミ使用）

  9:30 入浴 特殊浴槽にて

10:10 カフの確認、カニューレガーゼの交換、点眼、下肢に軟膏処置

11:30 呼吸リハビリ 表情筋マッサージ、シムス位によるドレナージ、スクィージング等

12:00 車いすへ移乗

12:05 食事注入 奥さんが作った寒天食を注入

12:25 食事終了 薬、水

13:15 ベッドで安静 車いすからベッドへ移乗

13:25 水分注入 250ml（トロミ使用）

14:00 体位交換 テレビ鑑賞または音楽鑑賞

14:30 パソコンの練習

15:00 リハビリ 四肢 ROM等、痰が多い場合は呼吸リハビリも実施

15:20 送り

15:30 帰宅 状態のチェック、介護者へ状態報告

1日のスケジュール（例）

コラム

療養通所介護の魅力
〇�医療的ケアが必要で介護度が重く、看護師による観察が必要な方専用の通所介護なの
で、なかなか外出できなかった方も利用することが可能となります

〇�訪問看護と療養通所介護の両方に従事している看護師が多いのも特徴です。利用者の
経過が分かっている顔なじみの看護師のケアを受けることができます

〇�特に入浴、専門的な排痰ケア、機能訓練、コミュニケーションなど日中活動の活性化
により、眠剤なしでも夜間の良眠を得られます。夜間吸引回数も減少します。家族が
就労機会を取り戻すこともあり看護の効果が現れます

〇�少人数制なので、利用者のペースに合わせて、できる範囲で体を動かしたり、お話し
をしたりするなど、リラックスした環境でケアを受けることができます

〇�閉じこもり・寝たきりになりがちな医療・看護ニーズの高い方が家から外に出るこ
とを促し、社会参加につながります

〇�家族のレスパイトを促し、在宅生活の継続をサポートすることができます



療養通所介護および児童発達支援等の開設・運営ガイド

8

１）開設者は誰か
所属法人の代表が市町村の介護保険担当に療養通所介護の開設を申請し、事業者の指定を
受けます。

２）訪問看護ステーションとの併設が多い
療養通所介護は、８割以上が訪問看護ステーションと併設していました。次に多かったの
は居宅介護支援事業所でした。
訪問看護ステーションと併設することで、主治医との連携がよく病状の悪化や早期発見が
できる、24 時間介護に携わっている家族が安心して休養できる時間が確保できる、外出支
援を通じて緊急時・災害時のシミュレーションや予測ができる、などのメリットがあります。

３）誰が管理者になれるのか
常勤専従の看護師を１人、管理者として配置する必要があります。ただし、事業所の管理
上支障がない場合には、当該事業所内の他の職務に従事し、または併設される他の事業所等
の職務に従事することが可能です。
訪問看護ステーションの管理者が兼務できるのは、訪問看護ステーションなど、他の事業
所、施設が同一建物又は同一敷地内にある場合です。また、利用者の在宅生活の継続を支援
するサービスであることから、訪問看護の経験がある者とされます。

４）従業員の配置基準は
利用者の数が 1.5 に対し、提供時間帯を通じて専従する従業者が１以上確保されるために
必要と認められる数以上です（提供時間帯においては、複数の看護師等の交代も可能です）
看護職員または介護職員１人あたりが関わる利用者 1.5 人であり、ほぼマンツーマンの対応
できめ細かいケアが受けられます。

５）定員はどれくらいにするか
療養通所介護の利用定員は 18 人以下です。提供場所・施設・職員体制等により決めますが、
児童発達支援等の併設には定員６人以上が必要です。

６）どのようなスタッフが必要か
療養通所介護の従事者は、看護職員または介護職員となります。
必要に応じて、訪問看護ステーションに所属している看
護師や理学療法士、作業療法士が加わることもあります。
療法士やボランティアがサービスに加わることはできま
すが、サービス提供職員には該当しません。

２．療養通所介護の指定を受けるには
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療養通所介護事業所の管理者が看護師であることの意義について
〇�身心の健康等の状態や療養・療育状態の管理ができます
〇�疾病や治療方針の理解のもと、医療的ケアを要する要介護者や医療的ケア児等の受け
入れ幅が広がります

〇�医療の専門知識を持って、利用者及びスタッフの感染管理等の予防管理ができます
〇�医師等医療従事者との連携がスムーズにできます
〇�医療も介護も生活支援も統合したケアの実践ができます
〇�送迎を含むサービス提供時間内において利用者の状態変化が判断でき、タイムリーな
管理が可能となります

〇�スタッフに対して安全なケアの技術管理及び必要時研修企画ができます

看護職員と介護職員が共働してケアを提供するメリットとは
〇�療養者の日常生活をみる力を持っている介護職と病気や障がいの経過を知っている
看護職が協力することで、医療的ケアが中心な中重度者の状態が観察でき、その後を
予測することができるようになります

〇�医療的ケアを行っている時は、身体のどこか一点に注意が集中しがちです。しかし、
看護職と介護職が一緒にケアを行うことで、効果的に、そして利用者が安楽で受けら
れるように常に全体をみることが可能になります

コラム

７）開設のため手持ちの資金はどのくらい必要なのか
〇�療養通所介護事業所の施設・設備の整備や送迎車などを整備する費用、看護職員または介
護職員を採用し研修等にかかる費用、利用者を確保し軌道に乗せるまでの人件費や賃借料
等のランニングコストなど、開設資金の準備が必要になります。一般的には施設・設備の
資金と運転資金（４〜５カ月分の人件費、家賃等諸経費）程度を予算化しておく必要があ
ると考えます。

〇�資金確保のためには、補助金、低金利融資制度（日本政策金融公庫等）、雇用対策の資金
活用もあります。初期投資にかかわる費用は２年以内くらいで回収できることを目標とし
ます。

〇�日本訪問看護財団には、療養通所介護の賠償責任保険や障害保険として「あんしん総合保
険」があります。会員であれば加入ができ、事故等が発生したときには賠償の資産となり
ますので加入をお勧めします。詳細は日本訪問看護財団のホームページのトップ画面から
ご確認ください（https://www.jvnf.or.jp）。 

〇�市町村等では必要に応じて補助金や助成金を「療養通所介護事業所の設備費」や「療養通
所介護事業所の開設準備」に使用している場合がまれにあります。ご確認ください。
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１）法人組織内で療養通所介護事業の目的・方針決定
〇�事業所の開設は各法人の組織内決定となり、事業者は法人代表である、例えば「理事長」
です。指定の準備を進めるに当たり法人組織における位置づけを明確にし、管理者及び従
業者の人事、人員体制も含めて組織内決定が行われます。法人の代表者は訪問看護事業者
の指定を受け、さらに居宅介護支援事業者の指定も受けている場合があります。そのうえ
療養通所介護事業者の指定を受けることで、併設事業を多角経営の形で運営することにな
ります。

〇�これから開設する通所サービス事業所では、どんな利用者に重点をおくのか、どのような
サービスを提供するかを、関係者で十分検討してサービス理念や方針を決めます。さらに、
利用者が継続的に定員を満たして確保でき、地理的にも効率よく送迎が可能な地域で、他
の在宅サービスと競合しないで実施できるかなども判断する必要があります。

〇�その後、開設場所や設備、営業日、実施地域、看護職員または介護職員、サービス内容、
緊急時対応医療機関との連携、安全・サービス提供管理委員会設置、運営推進委員会等の
検討もしていきます。

２）関係機関との相談
〇�市町村等との開設相談（事前協議）
�市町村から基本的な情報を収集します。事前協議では事業所開設の目的・方針を説明し、
必要な資格などの情報を得ます。また介護保険法の指定に先立ち、都道府県（または政令
指定都市、中核市）に対して、老人福祉法の「老人デイサービスセンター」設置届を行う
必要がありますので、書類を準備します。
〇�医師会、医療機関、地域の訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、デイサービスセ
ンター、地域包括支援センター、介護老人保健施設などを訪問し、療養通所介護について
説明して開設の趣旨を伝えます。療養通所介護利用の該当者がどの程度存在するのか聞い
てみるのもよいでしょう。

３）開設場所と通所室の環境整備
〇�床面積は１人あたり 6.4㎡（四畳弱の広さ）以上で、療養通所介護専用の部屋が必要です。
〇�療養通所介護事業所の開設場所は、例えば、病院内の訪問看護ステーションに隣接した部
屋、病院に近接した一軒家、診療所・訪問看護ステーションと同じ建物の別フロアなどで
すが、開設母体の施設の一部を活用する場合が多いようです。

〇�緊急時対応医療機関は、同一敷地内、隣接若しくは近接（車で 10 分以内）している必要
があります。

〇�設備および備品は、併設施設にある備品や浴場や食堂などの設備の共同も可能です。通所
サービスの提供に支障がない場合は共用も可能です。

〇�療養通所介護を行うにふさわしい専用の部屋は、ほかの部屋、例えば訪問看護ステーショ
ンの事務室とは遮蔽された療養環境を必要とします。

３．開設の準備
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〇�開設場所は、送迎車の出入りがスムーズに行われるように駐車場が必要です。ストレッ
チャーの搬送が可能なためには１階が望ましく、２階以上での通所室であれば、エレベー
ターなどを要します。

〇�通所室はできる限り家庭的なくつろげる環境にして、日中過ごす部屋としてふさわしい環
境に整えます。利用者が充実した時間を共有するためには、通所室の環境を整える技術も
重要な要素です。また、家族やボランティアの受け入れが可能な相談室なども近くにある
とよいでしょう。

寝具・リネン類、パーテーション、車椅子、医療機器（聴診器、体温計、血圧計、吸引器、吸
入器、在宅酸素濃縮器、パルスオキシメーター、救急カート、など）、衛生材料（オムツ、ガー
ゼ、マスク、プラスチック手袋、ティッシュなど）、加湿器、空気清浄機、テレビ、オーディオ機
器、エアコン、ソファーなど
プライバシーに配慮したベッドや共同利用の机と椅子、団らんコーナー、看護師の事務
机、各利用者の物品を納めるロッカー、手洗いできる流し、給湯設備、ミキサー、冷蔵庫な
どのほか、アクティビティのための物品、火災報知器、ガス漏れ探知機、消火器や搬送用
具、感染予防の防護具、消毒薬など

具体的な備品（特に基準はありません）

４）送迎車の工夫
通所サービスを始めるに当たり、車の購入や既存の車の整備が必要になってきます。スト
レッチャーや車椅子での移乗がほとんどですから、次のような装備があると車が理想的です。
ポイントをまとめると、
・�ドアが 90 度開閉できる　・助手席が 90 度回転する　・車椅子のまま乗れる。
・�リクライニング式車椅子のまま乗れる　・電動リフトが付いている。
そのうえ、常に状態の観察が必要な利用者を送迎するわけですから、車内には少なくとも
体温計・血圧計・聴診器を備えて付き添います。
■ �ICT 活用による送迎時の健康管理（令和３年度介護報酬改定で新設）
長時間・定期的に事業所を利用している方については、初回のサービス利用時を除き、通
所できる状態であることの確認及び居宅に戻った時の状態等を ICT 活用で確認できます。具
体的には、主治医や当該事業所の看護師が、ICTを活用した状態確認でも支障がないと判断し、
利用者又は家族の同意が得られている場合に、看護職員は事業所にて、送迎する介護職員と
連携し、通所できる状態であることや居宅に戻った時の状態の安定等を確認することができ
ます。

５）非常災害対策
非常事態に対応するため、非常災害対策に配慮しておく必要があります。消防設備や災害
通報システムはもちろんのこと、スプリンクラーの設備も必要です（市町村に確認してくだ
さい）。医療機器を使用する事業なので、停電した場合の電源として自家発電機が必須であり、


